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平成２７年労第９８号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による休業補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日、Ａ県Ｂ市所在の会社Ｃ（以下「会社」という。）

に雇用され、自動車の修理・整備工として勤務していた。 

請求人によれば、平成○年○月○日、会社社長から命じられた車両の清掃をし

ていなかったことを同社長から注意された際に、同社長から平手打ちを受け、そ

の後会社に行くのが怖くなったという。 

請求人は、同年○月○日、Ｄクリニックに受診し、「適応障害」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは業務上の事由によるものであるとして、監

督署長に休業補償給付の請求をしたところ、監督署長は、請求人に発病した精神

障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の

処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 
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（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人の精神障害の発病の有無及び発病の時期について、労働局地方労災医

員協議会精神障害等専門部会（以下「専門部会」という。）は、平成○年○月

○日付け意見書において、「請求人は、平成○年○月○日頃までには、ＩＣＤ

―１０診断ガイドラインの『Ｆ４３.２ 適応障害』（以下「本件疾病」という。）

を発病していたと考えられる。」と述べている。当審査会としても、請求人の

症状経過及び医学的見解等に照らし、専門部会の意見を妥当なものと判断する。 

（２）ところで、本件疾病を含む精神障害に係る業務起因性の判断については、厚

生労働省労働基準局長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平

成２３年１２月２６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）

を策定しており、当審査会としてもその取り扱いを妥当なものと考えることか

ら、以下、認定基準に基づき検討する。 

（３）請求人の本件疾病発病前おおむね６か月間（以下「評価期間」という。）に

おける業務による心理的負荷を検討すると次のとおりである。 

ア 「特別な出来事」について 

評価期間中の出来事について、認定基準別表１に定める「特別な出来事」

の類型に示されている「心理的負荷が極度のもの」又は「極度の長時間労働」

は見受けられない。 

イ 「特別な出来事以外の出来事」について 

（ア）請求代理人は、本件疾病を発病した原因として、①請求人は、Ｅ社長か

ら日常的に理不尽な叱責を繰り返し受けていたこと、②平成○年○月○日

に、Ｅ社長から暴力を受けたことを主張する。 
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（イ）上記①の主張を、認定基準別表１の具体的出来事に当てはめると「（ひど

い）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（平均的な心理的負荷の強度「Ⅲ」）」

に該当するとも考えられる。しかしながら、Ｅ社長は、自動車整備士の資

格を持たず業務経験も浅い請求人が、仕事に対して前向きでなかったこと

や作業安全を徹底していなかった点を注意した旨述べていること、Ｆも、

「（請求人は）仕事上のことでよく怒られていました。以前いわれたことを

忘れていたため（Ｅ社長から）怒られるということがよくあったようです。

ただし社長は私たちにも当然怒るときは怒ります。」と述べていることに鑑

みると、請求人はＥ社長から会社の業務に関する指導、叱責を受けていた

とみるのが相当であるから、当審査会としては、同主張は認定基準別表１

「上司とのトラブルがあった（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）」に該当

すると判断する。 

そこで、Ｅ社長の請求人に対する叱責の内容、程度をみると、Ｆは、「社

長は初めは普通に注意していますが、だんだんエスカレートしていくよう

な言い方をしますので、大きな声で怒鳴っていると言われるかもしれませ

ん。だだ、社長は長々とは言わず、言いたいことを言ったらすぐに事務所

に戻ってしまうようにしていたようです。」と述べていること、請求人も仕

事以外のことでＥ社長から叱られたことはない旨述べていることからする

と、Ｅ社長が請求人に対して感情的に発言することがあったとしても、そ

の叱責の内容は業務に関連したものに限定されていたと推察でき、また、

請求人とＥ社長との間に業務をめぐり客観的に認識されるような対立が生

じたものとも認められないことから、当審査会としては、この出来事の心

理的負荷の総合評価は「弱」と判断する。 

（ウ）上記②の主張についてみると、請求人は、平成○年○月○日にＧ警察署

に出向き相談したところ、Ｅ社長に対する事情聴取がなされ、結果として、

同署においてＥ社長から請求人に謝罪があった旨述べている。また、Ｅ社

長も同署において請求人に謝罪した旨述べていることからして、同年○月

○日に請求人がＥ社長から暴力を受けたことは事実であると認められる。 

この暴力事件の経緯については、請求人が洗車の指示を受けながらも残

業になるから行わなかった旨申述していること、Ｅ社長が洗車業務を怠っ

た請求人に対して、「なんでやらんかったんや。忘れたではすまんやろ。」
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と注意をしたが、請求人が黙ったままであったことから、請求人の頬を右

手で押した旨述べていること、Ｇ警察署がこの事件を「第二当事者（Ｅ）

が、第一当事者（請求人）に対し､右手で左頬を一発殴打する暴行を加えた

もの」と判断していることを併せ鑑みると、請求人が業務指示を怠ってい

たことが端緒であるものの、業務指導の過程において、Ｅ社長が請求人の

対応に感情的になり、請求人の頬を殴打したとみるのが相当である。 

また、この出来事による請求人の負傷の程度は、Ｇ警察署からの回答書

には、「負傷の程度 なし」と記載されていること、請求人自身も、「実際

にはケガはありませんでした。」と述べていることから軽微なものであった

と認められる。 

そうすると、Ｅ社長の請求人に対する謝罪の対象となった上記暴力につ

いては、業務指導の範囲を超えるものであるものの、謝罪もあり、負傷に

至らないものであったことや本件の一件記録からはＥ社長が当該暴力事件

以前に請求人に対し暴力を繰り返したといった事実も認められないことか

ら、当審査会としては、この出来事の心理的負荷の総合評価は「中」であ

ると判断する。 

（エ）監督署長が認定した労働時間集計表からは、評価期間において、長時間

に及ぶ時間外労働は認めらない。 

（オ）上記（ア）ないし（エ）のとおり、評価期間において業務による心理的

負荷の総合評価「弱」の出来事が１つ、「中」の出来事が１つであることか

ら、全体評価は「中」であって、「強」に至らないと判断する。 

（４）業務以外の心理的負荷及び個体側の要因については、特に評価すべき要因は

認められない。 

３ 以上のとおりであるので、請求人に発病した本件疾病は業務上の事由によるも

のとは認められず、監督署長が請求人に対してした休業補償給付を支給しない旨

の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


